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群馬県後期高齢者医療広域連合 

次世代育成支援・女性活躍推進に関する特定事業主行動計画 

  

                     群馬県後期高齢者医療広域連合長 

                    

この計画は、「次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）」（以下

「次世代法」という。）第１９条第１項及び「女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律（平成２７年法律第６４号）」（以下「女活法」という。）第１９条第

１項に基づき策定する特定事業主行動計画です。 

群馬県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）は、県内各市町村

から派遣された職員で構成する連合組織です。この特殊性ある職場において、男女

の区別なく仕事と私生活を両立できるより良い職場の環境整備を進めることを目的

とします。 
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Ⅰ 計画期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

Ⅱ 実施体制 

この計画は、広域連合事務局に勤務する常勤職員（以下単に「職員」という。）

及び非常勤職員全員を対象にしています。 

計画を推進するためには、職場全体で取り組む必要があります。また、総務課が

各年度における実施状況の把握、点検を行い、課長会議等の場において今後の対策

や計画の見直しを図るものとします。 

 

Ⅲ 状況把握と分析 

女活法第１５条第３項に基づく状況把握については、次のとおりです。この結果

を勘案した上で、次世代法及び女活法に基づく取り組みを具体的に定めます。 

 

１ 採用した職員に占める女性の職員の割合 

⑴ 職員 

広域連合の職員は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の 

１７の規定に基づき、県内市町村から派遣された職員で構成されているため、

採用はありません。 

⑵ 非常勤職員 

令和７年度現在で、非常勤職員における女性の割合は７５％です。 

 

２ 平均した継続勤務年数の男女の差異 

⑴ 職員 

１⑴と同様の理由により、継続勤務年数は派遣元市町村で把握することにな

ります。広域連合における派遣年数は短く、男女の区別により派遣期間を定め

ることはないため、差異はありません。 

⑵ 非常勤職員 

契約期間は１年として、男女の区別をしていないため、差異はありません。 
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３ 職員の勤務時間の状況に関する事項 

⑴ 管理的地位にある職員（課長以上の職にある職員）の１人当たりの各月ごと

の時間外勤務時間 

  管理的地位にある職員の時間外勤務時間については記録がありません。 

⑵ 管理的地位にある職員以外の職員の１人当たりの各月ごとの時間外勤務時間 

【令和５年度】                        （単位：時間） 

月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 計 

平均 13:49 3:57 4:53 1:25 1:02 1:49 1:02 1:27 1:04 0:55 1:32 5:53 38:53 

男 15:37 3:57 4:35 1:52 0:44 2:25 1:27 0:58 0:47 1:04 1:04 6:27 40:57 

女 9:20 4:00 5:40 0:20 1:50 0:20 0:00 2:40 1:47 0:35 2:42 4:30 33:45 

【令和６年度】                        （単位：時間） 

月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 計 

平均 9:06 1:39 8:12 2:39 3:42 6:07 10:05 7:25 6:58 7:18 11:06 11:21 85:42 

男 7:46 0:10 7:59 1:22 1:18 3:46 7:27 5:40 5:11 3:50 9:35 9:06 63:13 

女 11:05 3:54 8:31 4:35 7:16 9:39 14:01 10:03 9:39 12:31 13:22 14:43 119:26 

【令和７年度（４月～１２月）】                   （単位：時間） 

月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 計 【年間見込】 

平均 21:58 8:59 16:36 3:06 1:18 2:59 4:54 3:07 0:28 63:28 60:44÷9×12＝84:38 

男 20:23 8:37 14:55 3:09 1:45 1:34 5:01 3:19 0:37 59:23 59:23÷9×12＝79:10 

女 24:22 9:31 19:09 3:01 0:37 5:07 4:43 2:48 0:15 69:37 69:37÷9×12＝92:50 

 

４ 管理的地位にある職員に占める女性の職員の割合 

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

６７％ ８３％ ８３％ ６７％ 

※派遣する職員は派遣元市町村が決定 
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５ 各役職段階にある職員に占める女性の職員の割合及びその伸び率 

（上段：割合、下段：前年度と比べた割合の伸び率） 

職名 Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

事務局長 
１００％ ０％ １００％ 

－ － － 

次長 

（兼総務課長） 

０％ １００％ ０％ 

－ － － 

課長 
１００％ １００％ ５０％ 

２００％ １００％ ５０％ 

室長 
１００％ １００％ １００％ 

１００％ １００％ １００％ 

室長代理 
１００％ １００％ １００％ 

１００％ １００％ １００％ 

主幹 
５０％ ４０％ ３６％ 

１００％ ８０％ ９０％ 

主任 
１８％ ２９％ ５０％ 

９０％ １６１．１％ １７２．４％ 

主事 
０％ ３３％ ５０％ 

－ －％ １５１．５％ 

 

６ 男女別の育児休業取得率及び男女別の育児休業の取得期間の分布状況 

過去３年間において、出産をした女性の職員及び配偶者が出産をした男性の職

員はいません。 

 

７ 男性の職員の配偶者出産休暇又は育児参加のための休暇を取得したものの数の

割合及びそれぞれの休暇の合計取得日数の分布状況 

 過去３年間において、配偶者が出産をした男性の職員はいません。 

 

８ セクシュアル・ハラスメント等対策の整備状況 

  県内市町村から派遣された職員で構成された組織であるため、広域連合内に相

談窓口を設置するといったハラスメント等の対策の整備は行っていません。 

 

Ⅳ 具体的な取り組みと数値目標 

子育てがしやすい職場環境を実現することは、仕事と家庭の両立に寄与すること

にも繋がります。これを実現するためには、男女の区別なく持てる能力を最大限に

発揮するとともに、健康で充実した生活が送れる職場環境の整備や職員の意識改革

を推進し、組織一体となって計画を実現するよう、次の取り組みを進めます。 
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１ 職員の勤務環境等 

⑴ 妊娠中 

① 母性健康管理等の観点から、特別休暇等の制度が各派遣元市町村で定めら

れており、積極的な取得のための職場内での応援体制づくりを図ります。 

② 妊娠中の職員の健康や安全に配慮した業務分担の見直しに努めます。 

③ 妊娠中及び配偶者が妊娠している職員に対しては、原則、時間外勤務を命

じないこととします。 

⑵ 男性の職員の配偶者出産及び子育て目的の休暇等の取得促進 

① 配偶者の出産時に休暇を取得しやすくなるように、所属長が積極的に休暇

取得を促すとともに、職場全体での応援体制づくりに取り組みます。 

② 育児休業等の取得の促進を図るため、所属長が積極的に休暇取得を促すと

ともに、職場全体での応援体制づくりに取り組みます。 

【目標】 男性の職員の配偶者出産休暇の取得率１００％ 

（対象者に対する休暇取得者の割合） 

 所属長が、父親となる職員に配偶者出産休暇取得を促し、男性の職員の

配偶者出産休暇の取得率１００％を目標とします。 

⑶ 育児休業等を取得しやすい職場環境の整備等 

① 各派遣元市町村で定められている育児休業等の制度を周知し、積極的に取

得できるよう、応援体制づくりに取り組みます。 

② 所属長は、職員の子育てを組織全体で支えていく意識を持ち、子育てにか

かわる職員が安心して休暇を取得できる環境づくりに努めます。 

⑷ 時間外勤務の縮減 

① 小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員及び要介護者を介護する

職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限について、周知を図ります。 

② 原則、２２時以降の深夜勤務は禁止とします。 

③ 長時間勤務による育児等への弊害をなくすため、事務の簡素合理化等を推

進し、限られた時間に集中的・効率的に業務を行えるよう、職員全体で時間

外勤務縮減の意識の共有を図ります。 

【目標】 平均時間外勤務時間数 年間８０時間以内 

 所属長は、管理的地位にある職員を含む全ての職員の時間外勤務状況を

把握し、効率的な業務遂行の指導や必要があれば、職員の業務分担や配置

を見直し、年間平均時間外勤務時間数を８０時間以内とすることを目標と

します。 
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 ⑸ セクシュアル・ハラスメント等対策の整備 

  ① 所属長は、自身のハラスメント問題に関する理解と関心を深め、職場にお

けるハラスメントの防止に努めます。 

② 所属長は、各種資料を用いて職員のハラスメント問題に関する意識啓発を

図ります。 

  ③ 職場におけるハラスメントに係る相談ができる第三者機関の情報につい

て、職員に周知を図ります。 

 

２ その他の次世代育成支援対策 

⑴ 子どもが参加する地域の活動に積極的に関わるよう職員の意識啓発を図りま

す。 

⑵ 子どもを安全な環境で安心して育てることができるよう、地域住民等の自主

的な防犯活動や少年非行防止、立ち直り支援の活動等への職員の積極的な参加

を促します。 

 

３ 女性の職員の活躍促進 

⑴ 女性の職員の派遣依頼 

広域連合は、県内市町村から派遣された職員で構成されており、派遣する職

員は派遣元市町村が決定しています。派遣を依頼する際には、女性の職員の派

遣を積極的に依頼し、女性の職員の職域拡大や意欲向上を図ります。 

⑵ 女性の職員の管理職登用 

広域連合において管理的地位に当たる職員の派遣を依頼する際には、男女に

関係なく、能力や適性を公正に判断した上で、女性の職員の管理職登用の検討

も依頼し、政策・方針決定の場への参画を促します。 

【目標】 管理的地位にある女性の職員を１人以上 

 広域連合は、県内市町村から派遣された職員で構成されており、派遣する

職員は派遣元市町村が決定しています。派遣人員は、男女の区別なく、能力

や適正を公正に判断した上で、女性の職員の管理職の検討も依頼し、女性管

理職の 1 人以上の登用を目標とします。 

 


